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藤沢市ふるさと納税中間支援等業務委託 

公募型プロポーザル 実施要項 

  

本実施要項は、藤沢市（以下、「当市」という）のふるさと納税に係る寄附の受

付、寄附情報の管理、お礼品の発注・配送管理・新規登録等の事務の効率化を図

るとともに、当市を応援してくださる寄附者を増やし、当市の魅力発信と地場産

品の販路拡大による地域活性化を図るにあたり、必要となる業務全般に関し最も

適切な企画力、技術力、実施体制、実績を持った事業者を公募型プロポーザル方

式（以下、「プロポーザル」という）により選定することについて、必要な事項を

定めるものである。 

  

１ 事業の概要  

（１）業務名  

藤沢市ふるさと納税中間支援等業務委託  

（２）業務内容  

別紙「藤沢市ふるさと納税中間支援等業務委託仕様書」のとおり  

（３）契約期間  

契約締結日から２０２５年（令和７年）３月３１日(月) まで 

    ※ただし、業務継続により寄附者やお礼品取扱事業者の利便性を確保する

とともに、寄附者の動向等を把握した事業に係る提案、実施等の改善を図

る観点から、委託期間における受託者の実績が良好である場合、最長で令

和１１年度までの５年間について、単年度ごとに随意契約を行うことがで

きる。 

（４）寄附受付開始日  

２０２５年（令和７年）３月１日（土）（予定） 

  

２ 委託料率上限等 

委託料は寄附額に対する単価契約とし、本プロポーザルにおける令和６年度

及び令和７年度の委託料率の提案上限及び想定寄附額は以下のとおりとする。 

(１)委託料上限及び想定寄附額 
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令和６年度（２０２５年（令和７年）３月１日～同年３月３１日） 

委託料率上限：想定寄附額の５％（税抜き） 

想定寄附額 ： ２０，０００千円 

【参考】令和７年度 

委託料上限 ：想定寄附額の６．５％（税抜き） 

想定寄附額 ：７５０，０００千円 

（２）留意事項 

プロポーザル参加事業者（以下、参加者という）は、本業務及び配送等、

業務履行に係る一切の経費を含めて委託料率を積算するものとする。 

なお、お礼品代金及びお礼品の発送に関する費用、ふるさと納税ポータル

サイト利用料、クレジットカード等決済手数料、寄付金受領証明書等の発行

代行費用、ワンストップ特例申請受付費用は含まない。（お礼品代金及びそ

の発送に係る経費は、別途実費相当額を受託者に支払う。） 

また、当市と締結する業務委託契約において定める委託料は、本プロポー

ザルにおいて見積もった委託料率によるものとする。ただし、本プロポーザ

ル時の業務委託仕様書の内容を変更して契約を行うこととした場合（令和１

１年度までの単年度ごとの随意契約を含む）には、協議によりこれを考慮し

た委託料率とする場合がある。 

【参考】寄附実績  

年 度  令和５年度 令和４年度 令和３年度 令和２年度 

寄附件数  13,433 件  9,095 件  6,213 件  5,873 件  

寄附金額  383,507 千円  218,809 千円  182,375 千円  131,673 千円  

  

３ 事務局  

藤沢市 財務部財政課 ふるさと納税担当 

〒２５１－８６０１ 神奈川県藤沢市朝日町１番地の１（本庁舎４階） 

電   話：０４６６－５０－３５０３（直通）  

Ｅ-mail：fj-zaisei◎city.fujisawa.lg.jp 

（◎を＠と読み替えてください） 
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４ 参加資格要件  

本プロポーザルに参加できる者は、以下の要件を全て満たす者であること。  

なお、提案書を提出するにあたり、他者の協力を得た場合はその旨を提案書に

明記すること（参加者とお礼品の企画、開拓、選定、交渉に関する事業者が異な

る場合等） 

なお、基準日については、公募開始の日とする。また、契約時までに以下の要

件を欠いた場合は、契約をしないものとする。 

（１）  ふるさと納税業務のノウハウを有し、地方公共団体とふるさと納税の中間

支援業務に関する契約を締結し、基準日（公募開始日）より３年以内に履

行した実績を有すること。※履行中のものも含む。 

（２）  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該

当していないこと。  

（３）  「かながわ電子入札共同システム」による令和５・６年度競争入札参加資

格者名簿に登載の事業者については、公募日以後に藤沢市競争入札参加資

格者指名停止措置要綱に基づく指名停止を受けている期間がないこと。登

載のない事業者についても、指名停止と同等の事項が発生していないこ

と。 

（４）  国税及び地方税の滞納がないこと。  

（５）  会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申し立

てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づ

き再生手続開始の申し立てがなされている者でないこと等、経営状態が著

しく不健全である者でないこと（会社更生法にあっては再生手続開始の決

定、民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除く）。 

（６）  暴力団又は暴力団員等と関係していない旨の誓約書（様式４号）各号に該

当する事業者でないこと。   

  

５ スケジュール  

本業務に係るスケジュールは以下のとおり。  

  内  容  時  期  

１  実施要項等の公表・配布  ２０２４年（令和６年） ９月１７日（火）  
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２  質問受付期限  
２０２４年（令和６年）１０月 ４日（金） 

１７時までに必着  

３  参加申込書等書類の提出期限  
２０２４年（令和６年）１０月 ４日（金） 

１７時までに必着  

４  質問・回答の公表  
２０２４年（令和６年）１０月 ９日（水）

まで  

５  参加資格確認結果の通知  
２０２４年（令和６年）１０月１１日（金） 

まで  

６  提案書等書類の提出期限  
２０２４年（令和６年）１０月１８日（金） 

１７時までに必着  

７  プレゼンテーション  

２０２４年（令和６年）１０月２８日（月） 

※予備日２０２４年（令和６年）１０月２９

日（火） 

８  結果通知  
２０２４年（令和６年）１１月 ８日（金）

まで  

９  寄附受付開始  
２０２５年（令和７年） ３月 １日（土）

を予定 

  

６ 質問の受付及び回答  

（１）  質問の受付  

本プロポーザルに関する質問は、質問書（様式５号）を電子メールに添付し

て以下の提出先アドレスに送付する。 

なお、電子メールの件名は「藤沢市ふるさと納税中間支援等業務委託 質問書 

事業者名 」とすること。   

ア 提出期限  ２０２４年（令和６年）１０月４日（金）１７時までに必着  

イ 提 出 先  ３ 事務局のとおり 

（２）  質問及び回答の公表  

質問及び回答を次の方法により公表する。  

ア  公表方法  参加者からの質問及びその回答は、質問者名を伏して、当市

ホームページに公表する。なお、優先交渉権者の選定に公平

を保てない質問については回答しないことがある。また、回

答に対する再質問は受け付けないものとする。 

藤沢市ホームページアドレス       

https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/zaisei/prop

osal/furusato.html 
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イ 公 表 日  ２０２４年（令和６年）１０月９日（水）まで  

  

７ 参加申込書の提出  

（１）  提出期限  

２０２４年（令和６年）１０月４日（金）１７時までに必着 

（２）  提出先  

３ 事務局のとおり 

（３）  提出方法  

上記の提出先あて「特定記録郵便」、「簡易書留」、「書留」のいずれかによ

る郵送又は持参（平日８時３０分～１７時まで。土日祝日は除く）にて提

出すること。  

（４）  提出書類  

提出書類は以下のとおり。  

  
提出書類  記載内容及び備考 部数  様式指定 

１  参加申込書  
本プロポーザルに参加申込をする

書類。 
１部 様式１号 

２  会社概要書  
参加者の沿革、従業員数、事業所

（拠点）などを記載する書類。 
１部 様式２号 

３  業務実績書 

契約書・仕様書など業務の概要

及び履行の確認ができる書類の

写しも添付すること。 

１部 様式３号 

４ 

暴力団又は暴力団

員等と関係してい

ない旨の誓約書 

参加者が暴力団と密接な関係を有

していないことの宣誓、及び暴力

団と関係を有していないことにつ

いての誓約書。 

１部 様式４号 

５ 

履歴事項全部証明書

（発行後３か月以

内)  

※写し可 

参加者の法人登記を証する書類。

法務局が発行する商業登記簿謄

本。 

１部 ― 
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６ 

直近年度の  

納税証明書 

（ 発 行 後 ３ か 月 以

内） 

※写し可 

・法人税、消費税及び地方消費税

に係る納税証明書（国税通則法

施行規則第９号書式その３の

３）  

・本店所在地の都道府県民税の納

税証明書又は未納がないことを

証する納税証明書（完納証明書

可） 

・当市内に支店又は事務所が存在

する場合は、当市税に未納がな

いことを証する証明書（全税

目） 

１部 ― 

７ 
直近年度の決算書 

※写し可 

貸借対照表及び損益計算書等 

（直近１年分） 
１部 ― 

※ 「かながわ電子入札共同システム」に登録を行い、２０２４年（令和６年）

９月１７日現在で藤沢市競争入札参加資格を有する場合、上記４～６の書類提

出を免除する。参加申込書提出時に申請中である場合は、申請中であることを

証する申請受理の通知メールや神奈川県ホームページで確認できる進捗状況を

確認する画面の写し等を添付してください。 

 

８ 参加資格確認結果の通知期限  

（１）  通知日   

２０２４年（令和６年）１０月１１日（金）まで  

（２）  通知方法 

参加資格確認結果通知書（様式７号及び様式８号）により、参加申込書に

記載のメールアドレス宛に電子メールで送信する。 

  

９ 提案書等の提出  

（１）  提出期限  

２０２４年（令和６年）１０月１８日（金）１７時まで（必着）  

（２）  提出先  

３ 事務局のとおり 

（３）  提出方法  
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  「特定記録郵便」、「簡易書留」、「書留」のいずれかによる郵送又は持参

（平日８時３０分～１７時まで。土日祝日は除く）による提出とあわせて電

子データも提出すること。 

（４）  提出書類  

提出書類は以下のとおり。  

  
提出書類  記載内容  部数  

様式 

指定  

１  提案書 

本実施要項の「１０ 提案書の作成

について」及び「藤沢市ふるさと

納税中間支援等業務委託仕様書」

及び「藤沢市ふるさと納税中間支

援等業務委託審査要領」の内容を

十分に踏まえ、具体的に作成する

こと。 

紙  ６部  ― 

電子データ
※１  

１部  ― 

２ 見積書 

令和６年度及び令和７年度委託料

率 （ 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 を 除

く）について、「２ 委託料率上限」

の範囲内で記載すること。 

紙 １部 
様式 

６号 

３  

情報セキ

ュリティ

対策の内

容の写し 

外部機関の認証を受けている場合

は認証を証する書類 紙  ６部  ― 

  ※１ 電子データはＰＤＦファイルにより電子メールで提出すること。電子メ

ールは１通につき１０メガバイトを超えないようにし、超える場合は分割

送付すること。 

 

１０ 提案書の作成について  

提案書は下記の事項に基づいて作成すること。 

（１）提案書の用紙サイズはＡ４（日本産業規格・縦横不問）カラーとし、様式

や装丁は指定しない。 

（２）提案書の枚数は、４０ページ以内とする。 

（３）提案書は、文章のほか図表等を用いて簡潔かつ明瞭に記述すること。  

（４）企画提案の内容は、「本実施要項」、「藤沢市ふるさと納税中間支援等業務委

託仕様書」及び「藤沢市ふるさと納税中間支援等業務委託審査要領」の内容

を十分に踏まえて、見積額の範囲内で行うことを前提に記載すること。 
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（５）提案書は以下の①～⑥の６項目について、原則、記載順のとおりに提案す

るものとする。 

【必須項目】  

① 寄附者対応  

クレーム・問い合わせ対応、寄附金受領証明書の発行、管理・執行体制

について記載すること。  

② 個人情報管理とセキュリティ  

個人情報漏えい防止のための対策と、その運用や管理体制について記載

すること。 

【採点項目】  

③ 寄附金額最大化に向けた戦略・戦術 

当市への理解、新規お礼品の開発から既存お礼品の強化まで含めた、寄

附額、寄附件数の目標設定（５か年）と目標達成に向けた全体戦略・考え

方について記載すること。また、それらの事項について、他自治体での特

徴的な事例についても記載すること。  

④ お礼品提供事業者のサポート 

お礼品提供事業者の受注・配送管理やコンサルティング体制、事業発展

に向けた支援について記載すること。  

⑤ 組織体制、業務実績・業務遂行能力  

ふるさと納税業務にかかる業務実績・業務体制を詳細に記載すること。  

⑥ その他  

経費率低減、市職員との円滑なコミュニケーション、寄附実績に関する

レポート・分析とその結果に対する施策の改善策など、その他の特徴的な

取組について記載すること。  

  

１１ 選定方法（プレゼンテーション）  

（１） 日程 

２０２４年（令和６年）１０月２８日（月）  

※予備日：２０２４年（令和６年）１０月２９日（火） 



- 9 - 

 

※実施日時及び場所等詳細については、プレゼンテーション審査に参加

できる提案書提出者に対して、プレゼンテーション審査開催日程通知書

（様式９号）により、事務局から参加申込書担当者あてに２０２４年１

０月１１日（金）までに電子メールで連絡する。 

（２） 出席者 

出席者は５名以内とし、説明をすることが可能な者が出席すること。  

（３） 参加者の持ち時間 

各参加者につき、計４５分とする。 

ア 事前準備 ５分 

イ プレゼンテーション ２０分以内 

ウ ヒアリング １５分程度 

エ 片付け ５分 

（４） 留意事項 

ア プロジェクター（パソコン出力は HDMI 端子のみ可）、電源は市が用

意する。その他に必要なものがある場合には、参加者にて用意するこ

と。 

イ プレゼンテーション時にスクリーンに投影可能な資料等は、提出され

た資料のみとする。 

ウ プレゼンテーション実施日当日の資料の追加・変更は認めない。 

 （５）審査については、「藤沢市ふるさと納税中間支援等業務委託審査要領」に

基づき、評価を行うものとする。 

  

１２ 最終選定結果の通知等 

最終選定結果については、次のとおり通知する。 

（１）通知方法 

決定後、すべての参加者に選定結果通知書（様式１０号、様式１１号又は

様式１２号）により通知する。 

（２）選定結果の公表 

選定結果については、２０２４年（令和６年）１１月８日（金）までに 

藤沢市公式ホームページで公表する。 
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また評価点は、優先交渉権者及び第２位順位交渉事業者の合計点のみを公表

する。なお、この場合においても、評価点に係る説明は行わない。 

 

１３ 業務委託契約について 

（１）  基本的な考え方  

提案書等の提出書類は、当市ふるさと納税中間支援等業務の受託者をプロ

ポーザルにより選定するための資料であり、提案事項を全て業務委託の契約

内容に反映するとは限らない。業務委託契約の締結にあたっては、その契約

内容について当市と優先交渉権者が双方協議のうえ決定する。また、優先交

渉権者との協議により、やむを得ない事情により協議が成立しない場合は、

第２位順位交渉事業者を優先交渉権者に繰り上げる。 

（２）  業務委託契約  

ア 契約形態  

優先交渉権者との協議が成立した場合に業務委託契約を締結することとす

る。  

イ その他  

優先交渉権者の選定後、業務委託契約の締結までに「４ 参加資格要件」に

定める事項のいずれかを満たさなくなった場合には、業務委託契約をしない

ものとする。 

 

１４ 失格に関する事項 

次の各号に該当するときは，その事業者の提案は失格とする。 

（１）提出物に虚偽の記載があるとき。 

（２）優先交渉事業者の選考時点において、本実施要項の「４ 参加資格要件」

に掲げる資格のない事業者が提案したとき。 

（３）必要書類の提出方法、提出先、受付期間に適合しないもの。 

（４）複数の企画提案書を作成し、提案したとき。 

（５）提案に関して、談合等の不正行為があったとき。 
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（６）その他、本実施要項に記載の失格事項に該当する場合や市が指示した事項

及び本提案に関する条件に違反していることが判明したとき。 

 

１５ その他留意事項 

（１）  本プロポーザルの参加に要する費用は、すべて参加者の負担とする。 

（２）  提案書類の言語は日本語を用いることとし、通貨は日本円とする。 

（３）  提出書類に関して、事務局より問合せや追加資料等の提出を求められた

場合には、速やかに対応すること。また、提出された書類は返却しないも

のとする。 

（４）  提出された提案書等の著作権については、参加者に帰属する。ただし、

市が公表等に必要と判断した場合は無償で使用する権利を持つものとし、

参加者は著作者人格権のうち公表権を主張し得ないものとする。なお、提

出書類は「藤沢市情報公開条例」に基づき情報公開の対象となるため、法

人に関する情報（いわゆる企業秘密等）については、「藤沢市情報公開条

例」の規定等に基づき非公開とするとともに、市の保有する情報のみで正

当な利益を害するか否かの判断が困難な場合は、当該法人等の意見を聴取

するなど慎重かつ公正に判断するものとする。  

（５）  審査に係る問合せには応じない。また、審査に対する異議を申し立てる

ことはできない。 

（６）  本プロポーザルについて、緊急等やむを得ない理由により実施すること

ができないと認められる場合は、本プロポーザルを中止し、又は取り消す

ことがある。なお、この場合において、本プロポーザルに要した費用を発

注者に請求することはできない。 

（７）  参加申込書を提出した後、参加を取り下げる場合は、辞退届（様式１３

号）を提出するものとする。 


